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 山口県農林水産部長 岡本 章生 様 

 

 

                                山口県漁港施設指定管理者選定委員会 

委員長  麻生 稔彦 

 

 

単独指定に係る漁港施設指定管理者選定に係る報告書 

 

 単独指定に係る漁港施設の指定管理者の選定について、別添のとおり単独指定に係る漁

港施設及び指定管理者となる団体を決定しましたので、山口県漁港施設指定管理者選定委

員会要綱第２条第５号の規定により報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

単独指定に係る漁港施設の指定管理者の選定結果について 

 

１ 単独指定に係る漁港施設の名称 

 (1) 可動橋（見島漁港） 

   宇津可動橋、本村可動橋 

 (2) 漁港環境整備施設（見島漁港） 

   宇津スポーツ広場、宇津人工海浜、宇津多目的広場 
 
２ 公募により難い特別な事情 

 (1) 可動橋 

   当該施設は、萩市の離島航路である見島航路の船舶に対応した可動橋である。 

萩市は、離島振興のため離島航路を運航する第三セクターを設置する等離島航路の

運航の確保に関して総合的かつ主体的に関与しており、離島航路の特殊性及び萩商港

にある同一の可動橋とともに一体的な管理を行う必要性から、萩市以外の者による管

理では適正な運営を確保することが著しく困難である。 

 

 (2) 漁港環境整備施設 

   当該施設は、見島漁港の環境向上を目的として地元の要望により設置した漁港施設

であり、施設の利用調整、設備操作及び苦情処理の迅速な対応が必要なため、施設の

ある見島に支所を有する地元自治体である萩市を指定することで効果的・効率的な管

理運営が見込まれる。 
 
３ 選定方法 

     「管理業務の基準」「公募により難い特別な事情により単独指定する理由」「提出

された事業計画書」について審議し、指定管理者とする団体を決定した。 
 
４ 指定管理者とする団体  

  萩 市 
 
５ 山口県漁港施設指定管理者選定委員会委員 

   委員長  麻生 稔彦   山口大学工学部（教授） 

   委 員  徳田 智昭   トクダ中小企業診断士事務所（代表） 

   委 員  中野 忠信   株式会社マリーナ萩（取締役営業推進部長） 

   委 員  三浦 英樹   周南市産業振興部水産振興課長 

   委 員  松本 厚二  下松市地域振興部農林水産課長 
 
６ 選定委員会の開催経緯 

(1) 第１回  令和７年８月２６日（火） 

      ・ 単独指定に係る漁港施設の概要について説明 

 

(2) 第２回  令和７年１０月２３日（木） 

    ・ 単独指定に係る漁港施設の指定管理者となる団体の決定 


